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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力操作面を具備する第１の筐体と、この第１の筐体に対して相対的に開閉可能に形成
された第２の筐体と、各部の動作の制御を司る制御部とを有する折り畳み可能な電子機器
であって、
　前記入力操作面には、情報の入力操作を行うために、導電体の接近あるいは接触によっ
て信号を出力可能な複数の入力検出部を有する静電センサが配設されており、
　前記第１の筐体に対して前記第２の筐体が表裏反転して開閉可能に形成されており、前
記第２の筐体の表裏両面のそれぞれに、前記静電センサの複数の入力検出部のうちの入力
操作時に想定されない組み合わせの入力検出部を動作可能な導電部材が相互に異なるパタ
ーンで配設されており、
　前記制御部が、少なくとも前記静電センサからの出力信号の無い場合には前記両筐体が
開かれた開状態であると判別し、前記静電センサからの出力信号のパターンが前記いずれ
かの導電部材によって形成されたパターンの場合には前記両筐体が折り畳まれた閉状態で
あると判別するとともに、前記第２の筐体の表裏両面のいずれが前記第１の筐体と対向し
ているかを判別するように形成されていることを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話あるいはノートパソコンなどのように折り畳み可能な構造を有する
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電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ノートパソコン（モバイルコンピュー
タ）などの折り畳み可能な構造を有する電子機器が知られている。
【０００３】
　このような電子機器、例えば、携帯電話の中には、単に通話だけではなく、携帯電話の
状態を検出し、検出された結果に基づいて所定の動作を制御するものがある。
【０００４】
　例えば、折り畳み可能な携帯電話においては、情報の入力操作に用いる入力操作面を有
する第１の筐体と、情報の表示に用いる表示面を有する第２の筐体とが、ヒンジによって
入力操作面と表示面とが対面して折り畳めるように形成されている。このような、携帯電
話では、バッテリの消費をセーブして、長時間の使用に耐えることができるように筐体の
閉状態において表示部の照明を消すためなどの理由により、筐体の開閉状態を検出する必
要がある。
【０００５】
　前記筐体の開閉状態を検出するには、機械的なスイッチあるいはセンサを折畳機構部分
に配設するのが一般的であるが、このようなスイッチあるいはセンサを省くために、表示
面に、少なくとも、２箇所の凸部を有し、折り畳んだ状態ではその２箇所の凸部がそれぞ
れ別々の操作キーを押圧し、その押圧状態の検出によって折畳んだ状態を検出する構成の
ものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　また、筐体の開閉状態を検出する構成としては、ＬＥＤと光センサとを用いたものもあ
る（例えば、特許文献２参照）。
【０００７】
　さらに、近年のＣＭＯＳなどの撮像素子などを用いた撮像手段を有するカメラ付きの携
帯電話においては、第１の筐体に撮像手段を配設し、この撮像手段で撮像された画像に第
２筐体が写っているか否かに基づいて開閉状態を検出する構成のものもある（例えば、特
許文献３参照）。
【０００８】
【特許文献１】特開平４－２５９１５６号公報
【特許文献２】特開平７－７４６９１号公報
【特許文献３】特開２００４－１３５１７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、近年においては各種装置の高性能化が求められており、各種装置の高性能化
の一つとして、折り畳み可能な電子機器においても高性能化が求められている。
【００１０】
　例えば、携帯電話などの電子機器における筐体の開閉状態を、機械的なスイッチあるい
はセンサや、ＬＥＤと光センサを用いて検出する構成では、部品点数が増加し、小型化が
困難になるとともに、製造コストも増加するという問題点があった。
【００１１】
　また、筐体の開閉状態を、２箇所の凸部によってそれぞれ別々の操作キーを押圧するこ
とで検出する構成では、２箇所の凸部が正確に所定のダイヤルキーを所定の強さで押圧し
続ける必要があり、これらの２箇所のダイヤルキーだけが筐体を構成する硬い物質で頻繁
に押圧され、擦られることになるので、耐久性に劣るという問題点があった。
【００１２】
　さらに、筐体の開閉状態を、撮像手段で撮像された画像に第２筐体が写っているか否か
に基づいて検出する構成では、所定のタイミング毎に撮像手段を動作させる必要があり、



(3) JP 4436268 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

バッテリの消費が多く、バッテリの充電の頻度が多くなり、使い勝手に劣るという問題点
があった。
【００１３】
　そこで、筐体の開閉状態などの装置の状態を容易に判別することのできる高性能な電子
機器が求められている。
【００１４】
　本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、高性能化を容易に図ることのでき
る電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　前述した目的を達成するため、本発明に係る電子機器の特徴は、入力操作面を具備する
第１の筐体と、この第１の筐体に対して相対的に開閉可能に形成された第２の筐体と、各
部の動作の制御を司る制御部とを有する折り畳み可能な電子機器であって、前記入力操作
面には、情報の入力操作を行うために、導電体の接近あるいは接触によって信号を出力可
能な複数の入力検出部を有する静電センサが配設されており、前記制御部が、前記静電セ
ンサからの出力信号のパターンに基づいて装置の状態を判別可能に形成されており、前記
第１の筐体に対して前記第２の筐体が表裏反転して開閉可能に形成されており、前記第２
の筐体の表裏両面のそれぞれに、前記静電センサの複数の入力検出部のうちの入力操作時
に想定されない組み合わせの入力検出部を動作可能な導電部材が相互に異なるパターンで
配設されており、前記制御部が、少なくとも前記静電センサからの出力信号の無い場合に
は前記両筐体が開かれた開状態であると判別し、前記静電センサからの出力信号のパター
ンが前記いずれかの導電部材によって形成されたパターンの場合には前記両筐体が折り畳
まれた閉状態であると判別するとともに、前記第２の筐体の表裏両面のいずれが前記第１
の筐体と対向しているかを判別するように形成されている点にある。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る電子機器によれば、静電センサの入力検出部によって筐体の開閉状態など
の装置の状態を容易に判別することができるので、高性能化を容易に図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明を図面に示す実施形態により説明する。
【００２０】
　図１および図２は本発明に係る電子機器の第１実施形態を示すものであり、図１は筐体
の開状態における要部の模式的正面図、図２は要部のブロック図である。
【００２１】
　図１に示すように、本実施形態の電子機器としての携帯電話１は、図１下方に示す入力
操作面２ａを有する第１の筐体２と、図１上方に示す表示面３ａを有する第２の筐体３と
を有している。そして、両筐体２、３は、図１の上下方向に示す長手方向の一側部で図示
しないヒンジなどの開閉機構によって角度変位可能に連結されており、両筐体２、３が折
り畳まれた閉状態において、第１の筐体２の入力操作面２ａと、第２の筐体３の表示面３
ａとが対向するように形成されている。
【００２２】
　なお、開閉機構としては、第１の筐体２に対して第２の筐体３を開閉可能とするものが
一般的であるが、第２の筐体３に対して第１の筐体２を開閉可能とするものであってもよ
い。
【００２３】
　すなわち、第１の筐体２と第２の筐体３とが相対的に開閉可能であればよい。
【００２４】
　前記電子機器としては、折り畳み可能なもの、例えば、ＰＤＡ、ノートパソコンなどで
あってもよい。
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【００２５】
　前記入力操作面２ａは、利用者が通話あるいは通信相手の電話番号の入力、メールアド
レスおよび通信内容の入力、機能操作の設定などの各種の入力操作や設定操作に用いるた
めのものであり、この入力操作面２ａには、図１のほぼ中央部から下側の領域に５行３列
のマトリクス状に配置された１５個の第１操作キー４Ａと、これらの第１操作キー４Ａの
上方の左右方向の中央部に全体としてほぼ円形状をなすように配置された４個のポインテ
ィングデバイスとなる第２操作キー４Ｂと、これらの第２操作キー４Ｂの左右両側のそれ
ぞれに上下方向に間隔をおいて配置された４個の第３操作キー４Ｃとの総計２３個の操作
キー４（符号４は、第１操作キー４Ａ、第２操作キー４Ｂおよび第３操作キー４Ｃを総称
する）が配列されている。
【００２６】
　前記操作キー４は、情報の入力操作の実行部位となるものであり、入力手段５の入力部
５ａとされている。
【００２７】
　本実施形態の入力手段５としては、入力検出素子として静電センサ６が用いられており
、この静電センサ６の入力検出部たる電極６ａが入力部５ａに配設されている。
【００２８】
　前記静電センサ６は、指先やスタイラスなどの導電体からなる入力操作体の接近あるい
は接触によって情報の入力操作を検出し、その検出信号を出力するものであり、各操作キ
ー４、すなわち、入力手段５の入力部５ａに配設された静電センサ６の電極６ａに入力操
作体などが接近あるいは接触した場合、その電極６ａの静電容量が変化し、その変化に係
る出力信号を出力できるようになっている。
【００２９】
　すなわち、入力操作面２ａには、情報の入力操作を行うために、入力操作体の接近ある
いは接触によって信号を出力可能な複数の入力検出部としての電極６ａを有する静電セン
サ６が配設されている。
【００３０】
　なお、操作キー４の数、位置および形状などは、製品の仕様、設計コンセプトなどの必
要に応じて変更することができる。
【００３１】
　また、各操作キー４の背面には、視認性や操作性を向上するための照明手段（キーバッ
クライト）が配設されているのが一般的である。
【００３２】
　前記表示面３ａは、情報の表示に用いるためのものであり、この表示面３ａの中央部に
は、情報の表示の実行部位となる表示手段７のほぼ縦長矩形状に形成された表示画面７ａ
が配置されている。この表示手段７としては、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ
などの従来公知の各種のものから選択使用することができる。
【００３３】
　なお、表示手段７として液晶ディスプレイを用いた場合には、表示画面７ａの背面に照
明手段（バックライト）が配設されているのが一般的である。
【００３４】
　前記表示面３ａには、操作キー４、すなわち、静電センサ６の複数の入力検出部として
の電極６ａのうちの入力操作時に想定されない組み合わせの電極６ａを動作させるために
、図１の斜線領域にて示す表示画面７ａを囲うほぼ四角枠状の導電部材８が配設されてお
り、両筐体２、３が折り畳まれた閉状態において、表示面３ａに配設された導電部材８と
少なくとも一部が対向する操作キー４、詳しくは静電センサ６の電極６ａが動作して出力
信号が出力されるように構成されている。
【００３５】
　なお、導電部材８としては、各種の金属膜、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）などの透明導
電膜などを挙げることができる。
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【００３６】
　また、導電部材８の配設位置としては、両筐体２、３が折り畳まれた閉状態において、
入力操作時に想定されない組み合わせの電極６ａを動作させる位置に配設されていればよ
い。
【００３７】
　さらに、設計コンセプトなどの必要に応じて、表示画面７ａに導電部材８を配設するこ
とができる。この場合、導電部材８を透明なもの、例えば、透明導電膜などにより形成す
るとよい。
【００３８】
　前記第１の筐体２の内部には、図２に示すように、各部の動作を制御するＣＰＵ９およ
びメモリ１０などから形成された制御部１１、通信に用いるための通話・通信手段１２、
各部に電力を供給するためのバッテリ（電源）などが搭載されている。そして、制御部１
１には、前記入力手段５、表示手段７、通話・通信手段１２などが電気的に接続されてい
る。さらに、両筐体２、３の内部には、制御部１１と表示手段７の相互間で情報の送受信
に用いる無線通信手段なども搭載されている。
【００３９】
　前記メモリ１０には、少なくとも静電センサ６の電極６ａからの出力信号のパターンに
基づいて装置の状態を判別するためのプログラムや、情報の表示、通話・通信などを実行
するのに必要なデータおよびプログラムなどの各種のデータおよびプログラムなどが記憶
されている。
【００４０】
　前記静電センサ６からの出力信号のパターンに基づいて装置の状態を判別するためのプ
ログラムとしては、両筐体２、３の開閉状態を判別するものを例示することができる。
【００４１】
　具体例として、静電センサ６からの出力信号の無い場合には、両筐体２、３が開かれた
開状態であると判別し、静電センサ６からの出力信号のパターンが導電部材８によって形
成（動作）されたパターンの場合、すなわち、複数の電極６ａのうちの導電部材８によっ
て動作可能な予め設定されたものが動作した場合には、両筐体２、３が折り畳まれた閉状
態であると判別するものを例示することができる。
【００４２】
　また、メモリ１０には、静電センサ６からの出力信号のパターンに基づいて開閉状態を
判別した後に、装置の状態を種々のモードとするように各部を制御するプログラムを記憶
するとよい。
【００４３】
　例えば、入力操作面２ａと表示面３ａとが対向するように両筐体２、３を折り畳んだ閉
状態であると判別した場合、着信・受信を可能とするとともに、両照明手段を消灯し、最
も省電力状態な「待ち受け閉モード」を保持するように各部を制御するプログラムを挙げ
ることができる。
【００４４】
　また、入力操作面２ａと表示面３ａとがほぼ同一平面となるように展開した開状態であ
ると判別した場合、着信・受信と、両照明手段の点灯と、入力操作を受付けることができ
る「アクティブモード」を保持するように各部を制御するプログラムを挙げることができ
る。
【００４５】
　さらに、両筐体２、３を開状態であると判別した後、所定時間何も入力操作が行われな
かった場合、両背面照明の明るさを暗くしてバッテリの消費を抑える「スタンバイモード
」を保持するように各部を制御するプログラムを挙げることができる。
【００４６】
　言い替えると、静電センサ６からの出力信号と、照明手段への電力の供給状態、経過時
間などの各部の動作状態に基づいて、両筐体２、３の開閉状態だけでなく、「待ち受け閉
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モード」、「アクティブモード」、「スタンバイモード」などの装置の状態を判別するこ
とができる。
【００４７】
　その他の構成は、従来公知の携帯電話と同様とされているので、その詳しい説明につい
ては省略する。
【００４８】
　つぎに、前述した構成からなる本実施形態の作用について説明する。
【００４９】
　図３は本発明に係る電子機器の第１実施形態の筐体の閉状態における入力操作面の要部
を透過して示す模式的正面図である。
【００５０】
　本実施形態の携帯電話１によれば、静電センサ６からの出力信号のパターンに基づいて
装置の状態、すなわち、両筐体２、３の開閉状態を容易かつ確実に判別することができる
。
【００５１】
　すなわち、操作者が携帯電話１を使用する場合、操作者は、図１に示すように、入力操
作面２ａと表示面３ａとが略同一平面となるように展開し、両筐体２、３を開状態とする
。この開状態においては、操作キー４が操作されない場合、すべての操作キー４、すなわ
ち、静電センサ６の電極６ａのすべてが動作せず、それぞれから出力信号が出力されない
ので、制御部１１は、メモリ１０に記憶されたプログラムに基づいて、両筐体２、３が開
かれた開状態であると判別することができる。
【００５２】
　また、操作者が携帯電話１を使用しない場合、操作者は、入力操作面２ａと表示面３ａ
とが対向するように両筐体２、３を折り畳み、両筐体２、３を閉状態とする。この両筐体
２、３の閉状態においては、図３に示すように、総計２３の操作キー４のうちの表示面３
ａに配設された図２の２点鎖線にて示す導電部材８と部分的あるいは全面的に対向する総
計１６個の操作キー４、本実施形態においては、図３において斜線領域にて示す１５個の
第１操作キー４Ａのうちの左右方向両側および最下段の１１個の第１操作キー４Ａと、４
個の第２操作キー４Ｂのうちの上方の１個の第２操作キー４Ｂと、４個の第３操作キー４
Ｃに導電部材８が対向し接近する。そして、これら１６個の操作キー４に導電部材８が接
近すると、これらの１６個の操作キー４、すなわち静電センサ６の電極６ａが一括して動
作し、１６個の電極６ａからそれぞれの出力信号が制御部１１に送出されることになる。
【００５３】
　すなわち、操作者による入力操作では、１６個の操作キー４を一括して動作させること
は極めて困難であるので、静電センサ６の２３の電極６ａのうちの入力操作時に想定され
ない組み合わせの１６個の電極６ａが動作する。
【００５４】
　そして、入力操作時に想定されない組み合わせの１６個の電極６ａからの出力信号を受
けた制御部１１は、メモリ１０に記憶されたプログラムに基づいて、両筐体２、３が閉じ
られた閉状態であると判別する。
【００５５】
　すなわち、１６個の電極６ａから出力信号が出力されるという静電センサ６からの出力
信号のパターンによって両筐体２、３が閉じられた閉状態であると判別する。
【００５６】
　このように、本実施形態の携帯電話１によれば、従来の機械的なスイッチあるいはセン
サを用いずに、入力操作に用いる操作キー４によって、両筐体２、３の開閉状態を容易か
つ確実に判別することができるので、部品点数を低減し、小型化を図ることができるとと
もに、製造コストも低減することができる。
【００５７】
　また、本実施形態の携帯電話１によれば、両筐体２、３の閉状態において、操作キー４
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、詳しくは、静電センサ６の電極６ａに導電部材８を接近させることで得られるパターン
の出力信号に基づいて両筐体２、３の閉状態を検出することができるので、従来の閉状態
においてダイヤルキーを所定の強さで押圧し続ける構成と異なり、操作キー４の耐久性に
対する影響を無くすことができる。
【００５８】
　さらに、本実施形態の携帯電話１によれば、操作キー４に開閉状態の検出機能を併せ持
たせることができるので、従来の光センサや撮像手段を用いた開閉状態の検出に比べて、
バッテリの消費が少なく、バッテリの充電の頻度が少なくなり、バッテリの寿命の長い使
い勝手に優れたものとなる。
【００５９】
　したがって、本実施形態の携帯電話１によれば、高性能化を容易に図ることができる。
【００６０】
　図４および図５は、本発明に係る電子機器の第２実施形態を示すものであり、図５は筐
体の開状態における要部の模式的正面図、図５は筐体の閉状態における入力操作面の要部
を透過して示す模式的正面図である。
【００６１】
　本実施形態の携帯電話１Ａは、前述した第１実施形態の携帯電話１の導電部材８の配設
位置の変形例を示すものである。
【００６２】
　すなわち、本実施形態の携帯電話１Ａにおいては、図４に示すように、表示面３ａの表
示画面７ａの下部に横長楕円形状に形成された導電部材８Ａが配設されている。
【００６３】
　その他の構成は、前述した第１実施形態の携帯電話１と同様とされているので、前述し
た第１実施形態の携帯電話１と同一ないし相当する構成については図面中に同一の符号を
付し、その詳しい説明については省略する。
【００６４】
　このような構成の本実施形態の携帯電話１Ａによれば、図４に示すように、両筐体２、
３の開状態においては、操作キー４が操作されない場合、すべての操作キー４、すなわち
、静電センサ６の電極６ａのすべてが動作せず、それぞれから出力信号が出力されないの
で、制御部１１（図２参照）は、メモリ１０（図２参照）に記憶されたプログラムに基づ
いて、両筐体２、３が開かれた開状態であると判別することができる。
【００６５】
　また、両筐体２、３の閉状態においては、図５に示すように、総計２３個の操作キー４
のうちの表示面３ａの下部に配設された図５の２点鎖線にて示す導電部材８Ａと部分的あ
るいは全面的に対向する総計３個の操作キー４、本実施形態においては、図５において斜
線領域にて示すように、４個の第２操作キー４Ｂのうちの上方の１個の第２操作キー４Ｂ
と、４個の第３操作キー４Ｃのうちの上方の２個の第３操作キー４Ｃに導電部材８Ａが接
近する。そして、これら３個の操作キー４に導電部材８Ａが接近すると、これらの操作キ
ー４、すなわち静電センサ６の電極６ａが一括して動作し、３個の電極６ａからそれぞれ
の出力信号が制御部１１に送出されることになる。
【００６６】
　すなわち、操作者による入力操作では、３個の操作キー４を一括して動作させることは
極めて困難であるので、静電センサ６の２３個の電極６ａのうちの入力操作時に想定され
ない組み合わせの３個の電極６ａが動作する。
【００６７】
　そして、入力操作時に想定されない組み合わせの３個の電極６ａからの出力信号を受け
た制御部１１は、メモリ１０に記憶されたプログラムに基づいて、両筐体２、３が閉じら
れた閉状態であると判別する。
【００６８】
　したがって、本実施形態の携帯電話１Ａによれば、前述した第１実施形態の携帯電話１
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と同様の効果を奏することができる。
【００６９】
　図６および図７は、本発明に係る電子機器の第３実施形態を示すものであり、図６は筐
体の開状態における要部の模式的正面図、図７は図６の背面図である。
【００７０】
　本実施形態の携帯電話１Ｂは、図６および図７下方に示す入力操作面２ａを有する第１
の筐体２と、図６および図７上方に示す表示面３ａを有する第２の筐体３とを有している
。そして、両筐体２、３は、図６および図７の上下方向に示す長手方向の一側部で図示し
ない２軸ヒンジなどの開閉機構によって角度変位可能、かつ、第１の筐体２に対して第２
の筐体３を表裏反転して開閉可能に連結されており、両筐体２、３が折り畳まれた閉状態
において、第１の筐体２の入力操作面２ａと第２の筐体３の表示面３ａとが対向する第１
の閉状態と、第１の筐体２の入力操作面２ａと第２の筐体３の表示面３ａとは反対側に位
置する背面３ｂとが対向する第２の閉状態とを選択的に取り得るように形成されている。
【００７１】
　前記第２の筐体３の表裏両面には、相互に異なるパターンの導電部材８Ｂが配設されて
いる。
【００７２】
　図６に示すように、第２の筐体３の表示面３ａに配設された一方の導電部材８Ｂは、前
述した第２実施形態の携帯電話１Ａの導電部材８Ａと同様に、横長楕円形状に形成されて
表示面３ａの表示画面７ａの下部に配設されており、入力操作面２ａと表示面３ａとが対
向するように両筐体２、３が折り畳まれた第１の閉状態の検出に用いる第１の導電部材８
Ｂａとされている。
【００７３】
　図７に示すように、第２の筐体３の背面３ｂに配設された他方の導電部材８Ｂは、縦長
楕円形状に形成されて図７の左右方向の両側の下部のそれぞれに配設されており、入力操
作面２ａと背面３ｂとが対向するように両筐体２、３が折り畳まれた第２の閉状態の検出
に用いる第２の導電部材８Ｂｂとされている。
【００７４】
　すなわち、本実施形態の携帯電話１Ｂは、第１の筐体２に対して第２の筐体３が表裏反
転して開閉可能に形成されており、第２の筐体３の表裏両面のそれぞれに、静電センサ６
の複数の入力検出部としての電極６ａのうちの入力操作時に想定されない組み合わせの電
極６ａを動作可能な導電部材８Ｂが相互に異なるパターンで配設されている。
【００７５】
　また、制御部１１（図２参照）のメモリ１０（図２参照）には、少なくとも静電センサ
６の電極６ａからの出力信号のパターンに基づいて装置の状態を判別するためのプログラ
ムや、通話・通信などを実行するのに必要なデータおよびプログラムなどの各種のデータ
およびプログラムなどが記憶されている。
【００７６】
　前記静電センサ６からの出力信号のパターンに基づいて装置の状態を判別するためのプ
ログラムとしては、両筐体２、３の開閉状態を判別するものを例示することができる。
【００７７】
　具体例として、静電センサ６からの出力信号の無い場合には、両筐体２、３が開かれた
開状態であると判別し、静電センサ６からの出力信号のパターンが第１あるいは第２の導
電部材８Ｂａ、８Ｂｂのいずれかによって形成（動作）されたパターンの場合、すなわち
、複数の電極６ａのうちの第１の導電部材８Ｂａによって動作可能な予め設定されたもの
が動作した場合には、入力操作面２ａと表示面３ａとが対向するように両筐体２、３が折
り畳まれた第１の閉状態であると判別し、複数の電極６ａのうちの第２の導電部材８Ｂｂ
によって動作可能な予め設定されたものが動作した場合には、入力操作面２ａと背面３ｂ
とが対向するように両筐体２、３が折り畳まれた第２の閉状態であると判別するものを例
示することができる。
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【００７８】
　その他の構成は、前述した第１実施形態の携帯電話１と同様とされているので、前述し
た第１実施形態の携帯電話１と同一ないし相当する構成については図面中に同一の符号を
付し、その詳しい説明については省略する。
【００７９】
　このような構成の本実施形態の携帯電話１Ｂによれば、図６および図７に示すように、
両筐体２、３の開状態においては、操作キー４が操作されない場合、第２の筐体３の表示
面３ａの表裏にかかわらず、静電センサ６のすべての電極６ａから出力信号が出力されな
いので、制御部１１は、メモリ１０に記憶されたプログラムに基づいて、両筐体２、３が
開かれた開状態であると判別することができる。
【００８０】
　また、操作者が携帯電話１Ｂを使用しない場合、操作者が、例えば、入力操作面２ａと
表示面３ａとが対向するように両筐体２、３を折り畳み、両筐体２、３を第１の開状態と
する。この両筐体２、３の第１の閉状態においては、図８に示すように、総計２３個の操
作キー４のうちの図８の２点鎖線にて示す第１の導電部材８Ｂａと部分的あるいは全面的
に対向する総計３個の操作キー４、本実施形態においては、図８において斜線領域にて示
すように、４個の第２操作キー４Ｂのうちの上方の１個の第２操作キー４Ｂと、４個の第
３操作キー４Ｃのうちの上方の２個の第３操作キー４Ｃに第１の導電部材８Ｂａが接近す
る。そして、これら３個の操作キー４に第１の導電部材８Ｂａが接近すると、これらの操
作キー４、すなわち静電センサ６の電極６ａが一括して動作し、３個の電極６ａからそれ
ぞれの出力信号が制御部１１に送出されることになる。
【００８１】
　すなわち、操作者による入力操作では、３個の操作キー４を一括して動作させることは
極めて困難であるので、静電センサ６の２３個の電極６ａのうちの入力操作時に想定され
ない組み合わせの３個の電極６ａが動作する。
【００８２】
　そして、入力操作時に想定されない組み合わせの３個の電極６ａからの出力信号を受け
た制御部１１は、メモリ１０に記憶されたプログラムに基づいて、入力操作面２ａと表示
面３ａとが対向するように両筐体２、３が閉じられた第１の閉状態であると判別する。
【００８３】
　また、操作者が、例えば、入力操作面２ａと背面３ｂとが対向するように両筐体２、３
を折り畳み、両筐体２、３を第２の閉状態とする。この両筐体２、３の第２の閉状態にお
いては、図９に示すように、総計２３個の操作キー４のうちの背面３ｂに配設された図９
の２点鎖線にて示す２つの第２の導電部材８Ｂｂと部分的あるいは全面的に対向する総計
４個の操作キー４、本実施形態においては、図９において斜線領域にて示すように、４個
の第３操作キー４Ｃに第２の導電部材８Ｂｂが接近する。そして、各第３操作キー４Ｃに
第２の導電部材８Ｂｂが接近すると、各第３の操作キー４、すなわち静電センサ６の電極
６ａが一括して動作し、４個の電極６ａからそれぞれの出力信号が制御部１１に送出され
ることになる。
【００８４】
　すなわち、操作者による入力操作では、すべての第３操作キー４Ｃを一括して動作させ
ることは極めて困難であるので、静電センサ６の２３個の電極６ａのうちの入力操作時に
想定されない組み合わせの４個の電極６ａが動作する。
【００８５】
　そして、入力操作時に想定されない組み合わせの４個の電極６ａからの出力信号を受け
た制御部１１は、メモリ１０に記憶されたプログラムに基づいて、入力操作面２ａと背面
３ｂとが対向するように両筐体２、３が閉じられた第２の閉状態であると判別する。
【００８６】
　また、第１の閉状態と、第２の閉状態とを判別することができるので、閉状態における
装置の状態、すなわち、第１の筐体２に対する第２の筐体３の表裏の判別を容易に行うこ
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とができる。
【００８７】
　すなわち、本実施形態の携帯電話１Ｂによれば、少なくとも静電センサ６からの出力信
号の無い場合には両筐体２、３が開かれた開状態であると判別し、静電センサ６からの出
力信号のパターンが第１あるいは第２の導電部材８Ｂａ、８Ｂｂのいずれかの導電部材８
Ｂによって形成されたパターンの場合には、両筐体２、３が折り畳まれた閉状態であると
判別するとともに、第２の筐体３の表裏両面のいずれが第１の筐体２と対向しているかを
判別することができる。
【００８８】
　したがって、本実施形態の携帯電話１Ｂによれば、前述した第１実施形態の携帯電話１
と同様の効果を奏することができるとともに、閉状態における装置の状態、詳しくは、第
１の筐体２に対する第２の筐体３の表裏のいずれが対向しているかの判別を容易に行うこ
とができる。
【００８９】
　なお、本発明は、前述した各実施形態に限定されるものではなく、必要に応じて種々の
変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明に係る電子機器の第１実施形態の筐体の開状態における要部の模式的正面
図
【図２】本発明に係る電子機器の第１実施形態の要部のブロック図
【図３】本発明に係る電子機器の第１実施形態の筐体の閉状態における入力操作面の要部
を透過して示す模式的正面図
【図４】本発明に係る電子機器の第２実施形態の筐体の開状態における要部の模式的正面
図
【図５】本発明に係る電子機器の第２実施形態の筐体の閉状態における入力操作面の要部
を透過して示す模式的正面図
【図６】本発明に係る電子機器の第３実施形態の筐体の開状態における要部の模式的正面
図
【図７】図６の背面図
【図８】本発明に係る電子機器の第３実施形態の筐体の第１の閉状態における入力操作面
の要部を透過して示す模式的正面図
【図９】本発明に係る電子機器の第３実施形態の筐体の第２の閉状態における入力操作面
の要部を透過して示す模式的正面図
【符号の説明】
【００９１】
　１、１Ａ、１Ｂ　携帯電話
　２　第１の筐体
　２ａ　入力操作面
　３　第２の筐体
　３ａ　表示面
　３ｂ　背面
　４　操作キー
　４Ａ　第１操作キー
　４Ｂ　第２操作キー
　４Ｃ　第３操作キー
　５　入力手段
　５ａ　入力部
　６　静電センサ
　６ａ　電極
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　７　表示手段
　７ａ　表示画面
　８、８Ａ、８Ｂ　導電部材
　８Ｂａ　第１の導電部材
　８Ｂｂ　第２の導電部材
　９　ＣＰＵ
　１０　メモリ
　１１　制御部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】

【図９】
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